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●はじめに 
 2020 年２⽉に不祥事が発覚して以降、全⽇本私⽴幼稚園連合会は当時のガバナンス強化特別委員会の報告を受け、当時の執⾏部はもちろんのこと、前総務
委員会と事務局が中⼼となって、ガバナンスの強化や組織改⾰に注⼒してきた。 
 
 また、ほぼ同時期に、全⽇本私⽴幼稚園連合会への少しでも早い信頼回復を⽬指すべく、“法⼈化”の議論も並⾏して⾏うべきとのご意⾒を受け、ガバナン
ス強化を最優先で取り組みながら、組織改⾰の⼀環とする“法⼈化”も視野に⼊れながら、具体的に検討を重ねてきた経緯がある。 
 
 既に、ガバナンスの強化については、後述の資料からもわかるように、⼀定の評価をいただけるものと考えるが、気を緩めることなく、更に継続的にその
強化に努め、同時に懸案であった組織改⾰を、“法⼈化”の是⾮と共に議論するべく、本資料を作成した。資料については、以下の通りである。 
 

【これまでの総務委員会における協議事項（継続協議中）】 

●ガバナンス強化特別委員会からの報告を受け、総務委員会としてのこれまでの対応 
  （前総務委員会までのガバナンス強化に関する成果事項を具体的にまとめたもの） 
 ●組織改⾰について 
  （令和５年５⽉１２⽇の団体⻑会・理事会合同会議資料より、法⼈化に精通した弁護⼠からのアドバイスの概要） 

●任意団体を維持し、組織改⾰を進める【令和 5 年度提出済案】 
  （既に前総務委員会にて、内野担当副会⻑よりご提案した任意団体のままに組織改⾰を進める案） 
 ●法⼈化を選択し、組織改⾰を進める【令和 6 年度新提案】 
  （今期の総務委員会にて、内野担当副会⻑よりご提案する、法⼈化も含めた組織改⾰を進める案） 
 ●参考資料 
  （これまでの総務委員会内の議論において、必要と思われる参考資料を掲載） 
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ガバナンス強化特別委員会からの

報告を受け、総務委員会としてのこれまでの対応

令和6年7月2日

総務委員会

全日本私立幼稚園連合会
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ガバナンス強化に向けての運営面に関する対応

2

【運営上のガバナンス改革】

（1 ）監事に、会計・コンプライアンスの専門家を招聘

・外部監事として、大久保和孝公認会計士にご就任いただく

・四半期に一度、監査会とは別に会計監査

（2 ）事務局体制の強化（事務局長を中心とした事務局運営体制の再構築）

・事務局長を文部科学省より招聘し、全日私幼連の組織改革に着手

（3 ）決済権限規程の見直し・明確化

・事務局運営の透明化のため、規程類の見直しを同様に進めた

（4 ）会計処理の手続きの見直し・透明化

・会則変更、事務局規程（事務処理規程、会計処理規程）、監事監査規程、

監事監査チェックリスト、印章取扱細則の作成

※ＰＴＡ連合会についても同様に事務局体制の強化、決済権限及び規程類の見直し

を行った
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ガバナンス強化に向けての再発防止策

3

【会計上の再発防止策】

（１）会計のアウトソーシング（会計処理の適時化、透明化）

・石橋もと子税理士（公認会計士・税理士 守屋俊晴事務所）顧問契約

（２）会計処理の透明性確保のため、会計の日常的なチェック体制の強化（会計の透明化）

・マネーフォワード（クラウド会計）導入

・全日私幼連の会計状況がネットにてリアルタイムで閲覧可能

・閲覧者は、会長、総務担当副会長、総務委員長、大久保会計士、石橋税理士、

事務局長、事務局員

（３）監事による監査の実施、年4回の通帳確認並びに事業監査

（４）適正な財務諸表の作成等について専門家の指導をうける

・決算資料は、大久保会計及び石橋税理士によって作成

※ＰＴＡ連合会についても会計のアウトソーシング、外部監事の就任、クラウド会計の導入、

大久保会計士及び石橋税理士によって決算書の作成を行っている。
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ガバナンス強化に向けて具体的な規程類の整備

①会則及び会則施行細則の整備

・会長任期の見直し （会則第1 1条第２項）

・外部監事の設置 （会則第9条第５項、会則第1 0条第5項、会則第1 1条第4
項、会則第1 3条第3項）

・定時総会の案内の告知 （会則第2 6条）

・代理出席の報告 （会則第2 4条）

・（一財）全日本私立幼稚園幼児教育研究機構の会員並びに会費徴収（代理）の削除

②事務処理規程の整備

③会計処理規程の整備

④監事監査規程の整備

⑤印章取扱細則の整備

⑥就業規則の整備
4
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組織改革について

組織改革については、ガバナンスの強化同様に継続して協議を行っている。以下の通りに、これまでの検討した経緯等について記載する。

①法人化について（令和5年5月1 2日／団体長会・理事会合同会議資料より抜粋）

法人化について組織改革に精通した弁護士事務所に協力のもと、検討を行った。以下が、当時の検討結果（概要版）

1 .法人化にあたっての主なメリット

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）や定款に定められた明確なルールに従って運営を行うことが

求められるため、適正なガバナンスの確保を図ることができる。したがって、法人化することで、組織に対する対外的な信用が高まるといったメ

リットがある 。

2 .法人化にあたっての主なデメリット

一般法人法や定款に定められた明確なルールに従って運営を行う必要があるために、法人の運営・管理に手間と費用がかかる 。特に、法

人化した場合、一般法人法上のガバナンス体制に基づく必要があるところ、貴会の現在のガバナンス体制をそのまま移行することは難しいも

のと思料する。

3 .主なメリット・デメリットを踏まえた検討

前会長及び前事務局長による会計不祥事を受け、これまでよりもさらに運営の透明化を図ることは当然望ましい。組織の透明性を高めるた

めのガバナンス体制は任意団体でも構築可能だが、法人化を目指すことで組織の根本的な変革を図ることができ、対外的にも組織が刷新さ

れたという印象を与えることができる。したがって、法人化を検討する意義は十分あると考える。

1

-6-



北海道 北海道 514 2 10 1 3
青   森 89 1 2
岩   手 73 1 2
宮   城 178 1 3
秋   田 59 1 2
山   形 80 1 2
福   島 128 1 2

埼玉 埼   玉 515 2 10 1 3
東京 東   京 781 3 15 2 6

神奈川 神奈川 570 2 11 1 3
茨   城 186 1 3
栃   木 187 1 3
群   馬 115 1 2
千   葉 335 1 6
新   潟 104 1 2
山   梨 55 1 2

愛知 愛   知 405 2 8 1 3
富   山 47 1 2
石   川 57 1 2
福   井 30 1 2
長   野 99 1 2
岐   阜 95 1 2
静   岡 229 1 4
三   重 61 1 2

大阪 大   阪 416 2 8 1 3
滋   賀 17 1 2
京   都 147 1 2
兵   庫 228 1 4
奈   良 42 1 2
和歌山 31 1 2
鳥   取 27 1 2
島   根 9 1 2
岡   山 34 1 2
広   島 198 1 3
山   口 119 1 2
徳   島 11 1 2
香   川 36 1 2
愛   媛 91 1 2
高   知 26 1 2

福岡 福   岡 430 2 9 1 3
佐   賀 88 1 2
長   崎 108 1 2
熊   本 103 1 2
大   分 63 1 2
宮   崎 102 1 2
鹿児島 146 1 2
沖   縄 25 1 2

7,489 55 163 20 60

理事数

＊加盟園数は令和5年10月１日現在による。

●現行（加盟園、理事、評議員、常任理事、委員数表）

地域 都道府県名 加盟園数 評議員数 常任理事数 委員数

6

9

6

2

3

2

合 　　計

東北

関東

東海北陸

近畿

中国

四国

九州

1

1

31

2 6

3

3
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全日本私立幼稚園連合会 会則（※組織改革 Ver.抜粋） 

 

第３章 組 織 

《会員》 

第５条 本会は、都道府県私立幼稚園団体（都道府県の一つの団体をいい、以下「団体」という。）

をもって組織する。 

２ 団体が所属すると認める私立幼稚園等は、本会の会員とする。 

３ 団体は、所属する会員について、別に定める様式により本会に報告するものとする。その

会員に異動があった場合も又同様とする。 

《地区会》 

第７条 本会は、別に定めるところにより、地区会をおく。 

 

第４章 役 員 

《役員》 

第８条 本会に、次の役員をおく。 

⑴ 会長    1 名 

⑵ 副会長   6 名以内 

⑶ 理事   100 名以内 

⑷ 常任理事  20 名 

⑸ 監事        3 名 

２ 本会に、会務執行のため必要があると認められるときは、別に定めるところにより、役員

として、専務理事をおくことができる。 

 

《役員の選任》 

第９条 会長及び副会長は、会員の中から総会において選任する。 

２ 理事は、評議員の中から団体において選任する。 

３ 常任理事は、理事の中から別に定める地域において選任する。 

４ 監事は、評議員の中から総会において選任する。 

５ 本条第４項にかかわらず、会長は、第８条(５)の監事３名に加えて、常任理事会の決議に

より、評議員の地位に有さない監査業務に関する有識者及び専門家に対して監事の職務を委

嘱することができる（以下、これを「外部監事」と呼ぶ）。 

６ 前各項に規定する役員の選任方法については別に定める。 

 

《役員の職務》 

第10条 会長は、会務を総理し本会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、予め会長が指

名した副会長が、その職務を行う。 

３ 理事は、理事会の構成員とし、その所管事項を決定する。 

４ 常任理事は、常任理事会の構成員とし、その所管事項を決定する。 
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５ 監事（外部監事も含む。以下、同じ）は、次の職務を行う。 

⑴ 本会の財産の状況を監査すること 

⑵ 本会の業務執行の状況を監査すること 

⑶ 財産の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会に報

告すること 

  ６ 監事の監査に関しては別途監事監査規程を定める。 

 

《役員の任期》 

第11条 第８条第１項に定める役員の任期は、２年とする。ただし、欠員又は増員により選任され

た役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

２ 役員は、再任されることができる。ただし、会長の職については、連続３期を限度とする。 

３ 役員は、その任期満了等の後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。 

４ 外部監事の任期は１年以上２年以内とし、再任されることができる。 

 

《役員の解任》 

第12条 会長、副会長、専務理事、理事、常任理事および監事が、次の各号の一に該当する場合に

は、総会において出席者の４分の３以上の議決により、これを解任することができる。ただ

し、その役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

⑴ 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき 

⑵ 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき 

 

《役員の報酬》 

第13条 第８条第１項に定める役員は無給とする。ただし、専務理事は有給とすることができる。 

２ 役員は、別に定める旅費、宿泊費及び日当を受けることができる。 

３ 外部監事の報酬は、適正妥当な範囲で会長が定める。 

 

第５章 評議員 

 

《評議員》 

第 14 条 本会に、評議員 200 名以内を置く。 

  ２ 評議員は、会員の中から団体において選任する。 

  ３ 評議員は、総会の構成員とし、その所管事項を決定する。 

  ４ 評議員については、第 11条及び前条の規定を準用する。 

 

第６章 顧 問 

 

《顧問》 

第 15 条 本会に、顧問をおくことができる。 

２ 顧問は、常任理事会の推薦により、会長が委嘱する。 

３ 顧問の任期は２年とし、再任されることができる。 
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全日本私立幼稚園連合会 会則施行細則（※組織改革 Ver.抜粋） 

《地区会》 

第３条 会則第７条の規定による地区会は、全国都道府県を次の地区に区分しておくものとし、地

区における研修会等研究活動及び地区内各団体の運営、中央・地方の連絡調整等を協議し、

その推進を図るものとする。 

⑴ 北海道地区（北海道） 

⑵ 東北地区（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島） 

⑶ 関東地区（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、新潟、山梨） 

⑷ 東京地区（東京） 

⑸ 神奈川地区（神奈川） 

⑹ 東海北陸地区（富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重） 

⑺ 近畿地区（滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山） 

⑻ 大阪地区（大阪） 

⑼ 中国地区（鳥取、島根、岡山、広島、山口） 

⑽ 四国地区（徳島、香川、愛媛、高知） 

⑾ 九州地区（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄） 

２ 地区会会長及び副会長は、会則第 14条第２項の規定により選任された評議員の中から、

地区会で選任する。 

３ 地区会の構成及び運営について必要な事項は、地区会が定める。 

４ 会長は、必要があると認める時は、地区会会長会議を招集することができる。 

 

《会長及び副会長の選任》 

第４条 会則第９条に規定する会長の選任は、次に定めるところによる。 

⑴ 理事会は、会員の中から候補者を選出し、総会に付議する 

⑵ 前項の場合において必要がある時は、理事会に候補者選考のための小委員会を置くこと

ができる 

⑶ 前項に規定する小委員会の構成及び運営については理事会で定めるところによる 

２ 会則第９条に規定する副会長の選任については前項の規定を準用する。この場合において

会長候補者は理事会（小委員会を置く場合には小委員会）に対し意見を述べることができる。 

 

《監事の選任》 

第５条 会則第９条に規定する監事は、次の地区ブロック毎にそれぞれ１名を、当該ブロックの団

体の代表者の協議により、理事以外の評議員の中から推薦した者について、総会において選

任する。 

⑴ 北海道、東北、東海北陸地区 

⑵ 関東、東京、神奈川地区 

⑶ 近畿、大阪、中国、四国、九州地区 
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《理事の選任》 

第６条 会則第９条に規定する理事は、団体毎に第８条の規定により選任された評議員の中から、

会員 200 園までは１名、これを超える場合は 200 園増す毎に１名を加えた数を選任する。こ

の場合において、当該団体の団体長を、その数に含めて選任するものとする。 

２ 前項の規定により、理事を選任した時は、これを会長に報告する。その理事の任期中にお

いて、選任の異動があった場合においてもまた同様とする。 

《常任理事の選任》 

第７条 会則第９条に規定する常任理事は、別表に定める地域（以下、本条及び第 10 条第２項に

おいて「地域」という。）ごとに同表に定める数をそれぞれの地域において理事の中から選

任する。 

２ 別表は、会長の任期が満了する年度の 10 月１日現在の会員数に基づきドント方式により

２年ごとに更新するものとする。 

３ 第１項の規定により常任理事を選任した時は、地域は速やかに会長に報告するものとする。

その理事の任期中において異動があった場合においても同様とする。 

《評議員の選任》 

第８条 会則第 14 条に規定する評議員は、団体毎にその所属する会員の中から、会員 100 園まで

は２名、これを超える場合は 50 園増す毎に１名を加えた数を選任する。この場合において、

当該団体の団体長を、その数に含めて選任するものとする。 

２ 第６条第２項の規定は、前項の規定により、評議員を選任した場合に、これを準用する。 

《専務理事》 

第９条 会則第８条第２項の規定による専務理事は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。 

２ 専務理事は、会務のうち常任理事会が決定した事項について、常時その執行にあたる。 

３ 専務理事の報酬は、常任理事会の同意を得て、会長が定める。 

 

《委員会の構成及び運営》 

第1 0条 会則第 21 条に規定する委員会は、委員長並びに副委員長及び委員（副委員長を含み 10名を基

準とする。）で構成するものとし、所管事項は次のとおりとする。 

⑴ 総務委員会 

⑵ 政策委員会 

⑶ 教育研究委員会 

⑷ 経営研究委員会 

⑸ 広報委員会 

⑹ １０２条園委員会 

⑺ 認定こども園委員会 

２ 地域は、委員会の委員として別表に定める数の委員を推薦することができる。 

３ 委員会の委員は、前項の規定により地域の推薦した者について常任理事会が決定する。 

４ １０２条園委員会及び認定こども園委員会については、常任理事会が会務執行上必要があ

ると認めた場合、若干名の専門委員をおくことができる。 

５ 副委員長は、総会、理事会及び常任理事会に出席し、所属する委員会の所管事項について

説明し及び意見を述べることができる。 
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   全日本私立幼稚園連合会 組織改革（案）新旧対照表（参考資料） 
                               令和 7 年 5 月 7 日現在 

内野副会長 組織改革（案） 現 行                         

① ただし、加盟園数が全国の 1/20 を超える都道府県は単独で地区とする。 

（7,489 園÷20≒373 園） 

 

 

②  各地区は団体長の中から１名、地区長を選出する。  

 

 

③  加盟園数が全国の 1/14 を超える地区（単独地区を除く）は副地区長を 1 人置くことが

できる。（7,489 園÷14 = 534 園） 

 

④ 都道府県私立幼稚園 47 団体を社員とする。社員は、社員総会において 1 票の可決権を

持つ。 

  （※）また、都道府県ごとに加盟園数を全加盟園数の 100 分の 1 で割った数（小数点

以下切り上げ）の個人社員を推薦する。 

 

 

⑤ 社員総会は団体社員 47 票と個人社員 124 票で構成し、決算・理事人事・定款変更等の

重要事項を審議する。 

 

 

⑥ 正副会長候補及び団体長は社員総会において理事として承認される。ただし、団体長

が正副会長候補である場合は、各団体は別に理事候補を指名する。 

① 北海道地区、東北地区、関東地区、東京地区、神奈川地区、東海北陸地区、近畿地区、

大阪地区、中国地区、四国地区、九州地区の 11 地区で区分する。 

（引⽤：会則施⾏細則第 3 条第 1 項） 

 

②  地区長並びに副地区長は、評議員の中から地区会で選任する。 

（引⽤：会則施⾏細則第 3 条第 2 項） 

 

③     〃 

 

 

④ 都道府県私立幼稚園団体（以下「団体」という）をもって組織する。団体が所属する

と認める私立幼稚園等は、本会の会員とする。評議員は 200 名以内置き、会員の中か

ら団体において選任する。また、評議員は総会の構成員とし、その所管事項を決定す

る。 

  （参考：会則第 5 条第 1 項、第 2 項、会則第 14 条第 1 項、第 2 項、第 3 項） 

 

⑤ 総会は、評議員をもって構成する。会則で別に定めるもののほか、事業計画及び収支

予算・事業報告及び収支決算・その他本会の運営に関する重要な事項を議決する。 

（参考：会則第 17 条第 1 項、第 4 項） 

 

⑥ 会長及び副会長は、会員の中から総会において選任する。理事は、評議員の中から団

体において選任する。（参考：会則第 9 条第 1 項、第 2 項） 
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⑦ 理事会は人事、予算、事業執行計画等、団体の運営について協議・審議する。 

       

 

⑤ 理事会は理事長（会長）、執行理事（副会長）を選任する。 

  

⑥ 会長は社員の中から委員長を指名し、業務執行に当たらせる。   

     

 

⑦ ※監事の推薦については、現行と同様とする。 

 

 

 

 

⑧ 正副会長は業務執行にあたり、必要に応じて正副地区長の意見を求めることができる。

なお、正副地区長は地区内理事の意見を調整するものとする。   

    

⑨ 社員（団体）は各団体の加盟園数および園児数に応じた会費を全日に納付する。 

 

 

 

⑩ 社員（個人）は会費支払の義務を持たない。 

 

 
 

⑦ 理事会は、会務執行上必要な事項を議決する。 

（参考：会則第 18 条第 1 項） 

 

⑤  

 

⑥ 委員会の委員長は、評議員の中から常任理事会において選任する。 

（参考：会則第 21 条第 4 項） 

 

⑦  監事は、理事以外の評議員の中から次の地区ごとに 1 名を推薦し、総会において選任

する。なお、推薦にあたっては当該ブロック代表者の協議によるものとする。 

  （1）北海道・東北・東海北陸地区、（2）関東・東京・神奈川地区、（3）近畿・大阪・中国・四国・九州地区

（引⽤：会則施⾏細則第 4 条第 1 項、会則施⾏細則第 5 条） 

 

⑧ 

 

 

⑨ 会員の会費は、［園割会費］＋［園児割会費］×［当年度 5 月 1 日現在の都道府県私立

幼稚園団体報告による園児数］をもって算出する。 

（参考：会則施⾏細則第 11 条第 1 項） 

 

⑩ 

 

 

 
※上記加盟園数は、令和 5 年 10 月１日現在。 
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社員総会は団体社員４７票と個人社員１２４票で構成し、決算・理事人事・定款変更等の重要事項を審議する。※

正副会長候補及び団体長は社員総会において理事として承認される。

理事会は人事、予算、事業執行計画等、団体の運営について協議・審議する

理事会は理事長（会長）執行理事（副会長）を選任する

社員（団体）は各団体の加盟園数および園児数に応じた会費を全日に納付する

社員（個人）は会費支払の義務を持たない

都道府県名 加盟園数 社員（団体） 社員（個人）　※ 地区別加盟園数 地区長 副地区長 監事

北海道 514 1 7 514 1 A

青   森 89 1 2

岩   手 73 1 1

宮   城 178 1 3

秋   田 59 1 1

山   形 80 1 2

福   島 128 1 2

埼   玉 515 1 7 515 1 B

東   京 781 1 11 781 1 B

神奈川 570 1 8 570 1 B

茨   城 186 1 3

栃   木 187 1 3

群   馬 115 1 2

千   葉 335 1 5

新   潟 104 1 2

山   梨 55 1 1

愛   知 405 1 6 405 1 A

富   山 47 1 1

石   川 57 1 1

福   井 30 1 1

長   野 99 1 2

岐   阜 95 1 2

静   岡 229 1 4

三   重 61 1 1

大   阪 416 1 6 416 1 C

滋   賀 17 1 1

京   都 147 1 2

兵   庫 228 1 4

奈   良 42 1 1

和歌山 31 1 1

鳥   取 27 1 1

島   根 9 1 1

岡   山 34 1 1

広   島 198 1 3

山   口 119 1 2

徳   島 11 1 1

香   川 36 1 1

愛   媛 91 1 2

高   知 26 1 1

福   岡 430 1 6 430 1 C

佐   賀 88 1 2

長   崎 108 1 2

熊   本 103 1 2

大   分 63 1 1

宮   崎 102 1 2

鹿児島 146 1 2

沖   縄 25 1 1

合 計 7,489 47 124 7,489 14 4 A＋B＋C＝3

635 1

　　　　　　　　　 （47私幼団体を社員とし、各団体の加盟園数に比した個人を社員とする一般社団法人化）　　　　　　　　　　　　　　　　　

607 1

1

A

C

982

C

1

1

1

1

1

164

B

A

C

C

618

465

387

1

1

法人化を選択し、組織改革を進める【令和6年度新提案】／修正案

1

会長は社員の中から委員長を指名し業務執行に当たらせる

法人化に伴う組織（案）

都道府県私幼４７団体を社員とし団体長が社員総会において１票の可決権を持つ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

また、各県団体は各県の加盟園数を全加盟園数の100分の1で割った数（小数点以下切り上げ）の個人社員を推薦する。　※
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法⼈化を選択し、組織改⾰を進める【令和 6 年度新提案】 

会 議 体 構 成 員 の 在 り ⽅ ⾔ 葉 及 び 役 割 の 定 義 

社員 

（評議員） 

・都道府県私幼４７団体を「社員（団体）」とする。 
・各県ごとに加盟園の 100 分の１を⼩数点以下切り上げた
数から、１（団体⻑）を引いた数を推薦し、「社員（個⼈）」
とする。 

・「社員（団体）」は、各団体の加盟園数および園児数に応じた会費を全⽇
に納付する。 
・「社員（個⼈）」は、会費⽀払いの義務を持たない。 

社員総会 

（定時総会） 

・社員総会は、 
「社員（団体）４７票」と「社員（個⼈）１２4 票」で構成
し、決算・理事⼈事・定款変更等の重要事項を審議する。 
 
・正副会⻑候補及び団体⻑は社員総会において、理事とし
て承認される。 

 

理事会 

（団体⻑会） 

・理事会は「社員（団体）」と「正副会⻑候補」で構成し、
⼈事、予算、事業執⾏計画等、団体の運営について協議・
審議する。 

・理事会は、会⻑（理事⻑）、副会⻑（執⾏理事）を選任する。 

地区⻑会 

 

・地区⻑会は「地区⻑」と「副地区⻑」と「正副会⻑」で
構成し、団体運営上の重要な議案について協議する。 

・正副会⻑は、業務執⾏にあたり、必要に応じて正副地区
⻑の意⾒を求めることができる。 
なお、正副地区⻑は地区内理事の意⾒を調整するものと
する。 

 

委員会  
 

・会⻑は、「社員」の中から委員⻑を指名し、業務執⾏に当たらせる。 
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全⽇本私⽴幼稚園連合会組織改⾰及び法⼈化変更点⽐較表 【概要版】

現⾏ 令和 6 年度新提案（組織改⾰＋法⼈化）
会員 都道府県団体をもって組織し、都道府県団体に所属すると認める園を

会員とする。
都道府県団体をもって組織し、都道府県団体に所属すると認める園を会員
とする。

社員 位置づけなし【現⾏の「評議員」に類似】 都道府県団体を「社員（団体）」47 名
都道府県毎に加盟園の 100 分の 1 で割った数 （⼩数点以下切り上げ）を「社
員（個⼈）」124 名程度

会費 園数・園児数に応じた⾦額を、都道府県団体を経て納⼊ 「社員（団体）」が園数・園児数に応じた⾦額を、都道府県団体を経て納⼊
「社員（個⼈）」は会費⽀払いの義務を持たない。

正副会⻑ 会員の中から、総会で選任 社員の中から、正副会⻑候補者をあげて、社員総会で理事の選任を受け、そ
の後理事会で選任

理事 都道府県団体加盟園 200 園毎に１名選出（中に団体⻑含む）
評議員の中から都道府県団体で選任

社員総会において「社員（団体）」「社員（正副会⻑）」を選任

常任理事 ドント⽅式を⽤いた定数により地域を定め、各地域の理事の中から選
任

位置づけなし

監事 評議員の中から総会で選任 社員の中から社員総会で選任

評議員 都道府県団体加盟園 100 園まで 2 名、以降 50 園毎に１名選出（中に団
体⻑を含む）
会員の中から都道府県団体で選任

位置づけなし【「社員」に類似】

委員⻑ 評議員の中から常任理事会で選任 社員の中から理事会で選任

社員総会
（総会）

評議員をもって構成 「社員（団体）」「社員（個⼈）」をもって構成

理事会 正副会⻑、専務理事、理事、委員⻑で構成 「社員（団体）」「社員（正副会⻑）」で構成
団体⻑会 団体⻑で構成 位置づけなし
常任理事会 正副会⻑、専務理事、常任理事、委員⻑で構成 位置づけなし
地区⻑会 正副地区⻑会
代理出席
（議決権含む）

総会：可、理事会：可、団体⻑会：可 総会：不可、理事会：不可（オブザーバーとして出席可）
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Ｑ１ 全日本私立幼稚園連合会は、 なぜ法人化を目指すのですか

全日本私立幼稚園連合会（ 以下「 全日私幼連」 と いう ） では、 横領事件を起こ し てし まいまし た。 不

祥事を起こ し てし まった理由は、 限ら れた人間に権限が集中し 、 情報共有並びに相互監視体制が取れて

いなかったこ と 、 限ら れた人間で情報・ 会計のほぼ全てを管理（ 外部委託・ 公認会計士の監査が行われ

ていなかった） し ていたこ と などが挙げら れます。

その後、 全日私幼連では組織改革（ ガバナンス強化） に着手し 、 監事に大久保和孝公認会計士にご就

任いただき 、 大久保公認会計士のご指導の下、 会計の適時化並びに透明化（ 顧問税理士の招聘） 、 再発

防止策（ ク ラ ウ ド 会計の導入） 等に着手する と 共に、 会則・ 会則施行細則並びに全ての規程類の精査・

見直し を行いまし た。 こ れによ り 、 会計面・ 運営面の透明化を図る こ と ができ 、 組織のルール（ 仕組

み） を整備し 、 適切な組織行動を取る こ と ができ る よ う になり まし た。

以上のこ と から 、 全日私幼連の内部統制が整ったこ と を受け、 次に全日私幼連は加盟園、 保護者、 社

会に対し て失った信用を取り 戻さ なければなり ません。 法人化する こ と によ って、 一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律（ 以下「 一般法人法」 と いう ） や定款に定めら れた明確なルールに従って運営

を行う こ と が求めら れるため、 よ り 適正なガバナンスの確保を図る こ と ができ る よ う になり ます。

よ って、 法人化は一般法人法に準じ た活動と なり ますので全日私幼連に対する対外的な信用が高まる

こ と になり ます。 全日私幼連は、 新たな組織体制に変わり 『 一歩ずつ前に着実に進んでいく 』 と いう こ

と を対外的に示すために法人化を目指し ます。

Ａ１
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Ｑ２ 社団法人、 財団法人どちら の法人格を取得する予定ですか

社団法人を目指す予定です。 社団法人と は、 一定の目的のも と に結合し た「 人」 から 成り 立ち、 団

体と し て組織や意思などをも って、 ひと つの社会的存在と し て活動する 組織（ 営利目的ではない法

人） を指し ます。 一方、 財団法人は、 一定の目的のも と に「 財産」 の集まり であって、 公益を目的と

し て管理運営さ れている組織（ 財産の運用を目的と し た法人） のこ と を指し ます。

よ って、 全日私幼連の活動を鑑み、 現状の組織体制を維持し ながら 法人化を進める ためには「 社団

法人」 が最適と 判断し 、 一般社団法人を目指すこ と になり まし た。

Ａ２

Ｑ３ なぜ、 公益社団法人ではなく 一般社団法人を目指すのですか

任意団体から 公益社団法人へ直接移行する こ と は認めら れていません。 まずは、 一般社団法人を設

立し てから 公益認定の申請を行う こ と になり ます。 現状、 全日私幼連は公益社団法人に移行する予定

はあり ません。

全日私幼連の活動内容は、 一般社団法人化し ても 一般法人法で制約さ れる よ う な事業がないこ と は

確認できまし たが、 公益社団法人化し た場合には、 検討し なければいけない事業があり ます。 具体的

には、 振興活動（ 政治活動） になり ます。 公益社団法人化し 、 その法人自体が振興活動を行う こ と は

許さ れていません。 別組織と し て政治団体を新たに設立し なく てはいけなく なり ます。

以上のこ と から 、 全日私幼連は現状の組織体制を維持し ながら 活動し ていく ため一般社団法人と し

て活動し ていく こ と を目指すこ と と なり まし た。

Ａ３
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Ｑ４ 社団法人化に伴う 組織構造に関する基本的な専門用語（ 法律） を教えてく ださ い

【 社団法人化に伴う 組織構造に関する基本的な専門用語（ 法律） 】

社 員： 社員総会で議決権を行使する人

社員総会： 社団法人の最高意思決定機関

理 事： 定款や総会の決議に従って法人業務を執行する人（ 会社の場合「 取締役」 に準ずる ）

代表理事： 「 代表権」 と 「 業務執行権」 を持つ理事（ 会社の場合「 代表取締役」 に準ずる ）

監 事： 理事を監査する立場の人

理 事 会 ： 実務的な業務執行を決定する機関

Ａ４
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Ｑ５ 一般社団法人の中でも いく つか種類はあるのでし ょ う か

法人税法上の取り 扱いによ り 、 非営利型法人（ 収益事業から 生じ た所得（ 収入） が課税対象） と 非

営利型法人以外の法人（ 全ての所得が課税対象） に分けら れます。 非営利型法人は、 会費、 寄付金と

いった営利目的ではない収入は課税さ れず、 物販等の収益事業から 生じ た収入に対し て課税さ れます。

Ａ５

Ｑ６ 全日私幼連は、 非営利型法人又は非営利型法人以外の法人のどちら を選ぶ予定ですか

全日私幼連は、 非営利型法人を目指し ます。 参考までに、 任意団体の法人税法上の位置付けと し て
は、 非営利型法人になり ますが、 定款に余剰金を分配し ないと いった内容を明記し ているのであれば
特定の事業は公益法人同様に非課税と なり ます。

Ａ６

Ｑ７ 現在、 日本ではどれく ら いの数が一般社団法人と し て活動し ているのですか

Ａ７ 現在、 一般社団法人の数は、 約8 0 ,0 0 0 法人ある と いわれています。 NPO法人は、 約5 ,0 0 0 法人。
一般社団法人を選択する団体が多い理由は、 行政の制約を受けずに自由に活動できるから です。 なお、
約8 ,0 0 0 法人の一般社団法人は、 多く は非営利型法人で活動さ れています。
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Ｑ８ 一般社団法人の非営利型法人になるための条件を教えてく ださ い

こ れまでのQ＆Aで多く の一般社団法人は、 非営利型法人である こ と がご理解いただけたかと 思い

ます。 以下の通り に条件を記載ますのでご一読く ださ い。

＜条件＞

①剰余金の分配を行わないこ と を定款に定めている こ と 。

②解散し たと きは、 残余財産を国・ 地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与する こ と を定款に定め

ている こ と 。

③上記①及び②の定款の定めに違反する行為（ 上記①、 ②及び下記④の要件に該当し ていた期間にお

いて、 特定の個人又は団体に特別の利益を与える こ と を含みます。 ） を行う こ と を決定し 、 又は

行ったこ と がないこ と 。

④各理事について、 理事と その理事の親族等である理事の合計数が、 理事の総数の３ 分の1以下であ

る こ と 。

＜ポイ ント ＞

原則と し て、 同族経営を排除する と いう 考えがある 。 三親等以内の親族が役員（ 理事） の三分の一

を超えてはなら ない。 構成員に対し て余剰金の分配を禁止し ている こ と 。 法人が解散し た際には、 残

余財産を国・ 地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与する こ と を定款に定めている こ と が求めら れ

る 。

Ａ８
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Ｑ９ 一般社団法人の法人税法上の取り 扱いについて教えてく ださ い

非営利型法人と するかどう かは税務署で判断さ れます。 法人設立後に税務署へ法人の申請書類（ 定

款等） を提出し て判断を受ける こ と になり ます。 気を付けるべき点と し て、 非営利型法人の解散時に

は、 こ れまで免除さ れていた税金を当該年度遡って支払わなければなら ない義務が出てまいり ますの

で、 永続的に運営し ていく こ と を念頭においた方が良いと いう こ と になり ます。

Ａ９

Ｑ10

使い切ら ないと いけないルールはあり ませんが、 余剰金があれば繰り 越し て問題ないと いう 理解に
なり ます。 ただし 、 余剰金を給与・ 報酬にあてる場合、 分配に該当する こ と を指摘さ れかねない状況
も あるため注意が必要です。 役員報酬を例に挙げる と 、 報酬額を決めら れる立場にある人が、 余剰金
によ り 報酬額をあげる行為は「 分配」 に該当し ます。 必要に応じ て給与水準を上げる こ と は必要経費
に認めら れますが、 いずれも 給与・ 報酬関連は分配行為と 誤認さ れやすいため気をつけなければなり
ません。

Ａ10

非営利型法人の非課税要件にあがっていた、 余剰金の分配を行わないと いう こ と は、 必ず繰り 越さ な
いと いけないと いう こ と でし ょ う か。 また、 専従者に対する給与を必要経費と し て捉え、 余剰金があ
るから 給与額を引き上げる こ と は可能なのか教えてく ださ い

-22-



Ｑ11 法人化し た後、 年度の会計は監督官庁（ 国や行政） に報告する必要はあり ますか

監督官庁への報告は不要です。 税務当局のみになり ます。 ただし 、 例外と し て、 平成2 0年の法律改

正時に、 社団法人から 一般社団法人に移行し た団体の場合、 余剰金を使い切る こ と を条件に、 公益目

的支出計画を立てて監督官庁に報告書を提出し ているケースも あり ます。 一方で、 法律改正後に設立

し た一般社団法人に対する規制は一切ないため、 監督官庁へ報告する義務はあり ません。

Ａ11

Ｑ12 公益目的支出計画と はなんですか
また、 任意団体から 一般社団法人に移行し た場合にも 公益目的支出計画は行わなければいけませんか

公益目的支出計画と は、 特例民法法人（ 旧民法3 4法人である社団・ 財団法人） が新公益法人制度
（ 平成2 0年1 2月1日 施行） において、 一般社団・ 一般財団法人に移行し た際、 移行時に保有する純
資産額（ 正味財産額） を基礎と し て算定し た額（ 公益目的財産額） がある場合に当該公益目的財産額
に相当する金額を、 計画的に公益の目的に支出するための計画を公益目的支出計画と いいます。

また、 全日私幼連のよ う な任意団体から 一般社団法人に移行し た場合は、 公益目的支出計画を作成
する必要あり ません。 元々、 社団法人が一般ないし は公益に移行し た際に社団法人の時代に何年に
渡って貯めた資産に対し て、 公益目的に資する支出を何年間に渡って行わなければいけないので公益
目的支出計画（ 移行認可に必要な項目） が存在し ているのです。

Ａ12
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